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令和元年第３回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとことご

挨拶を申し上げます。 
 
来月１０月からは、消費税・地方消費税率の８％から１０ % への引

き上げが予定されています。国は増税した財源で社会保障を充実させ

るとしており、その中でも重要な施策として、幼児教育・保育の無償

化が実施されます。 
今回の無償化は、子育て世帯の経済的負担軽減を目的としており、

本市でも幼稚園・こども園・保育園、そして認可外保育施設に通園し

ている３歳以上の全児童と、非課税世帯の３歳未満の児童に対して保

育料の無償化を行います。また、新たな保育料の負担軽減施策として、

戸籍上の第２子で、３歳未満である児童の保育料を、これまでの半額

免除から、全額免除へ拡大します。 
本定例会に、これらの関連する議案及び予算を上程しています。本

市としましても引き続き子育て世帯の支援にしっかりと取り組んでま

いる所存であります。 
 
また、消費税・地方消費税率の引き上げによる影響を緩和する施策

として、「プレミアム付商品券事業」が全国で実施されます。 
本市においても、所得が少ない方や、３歳未満の児童のいる子育て

世帯に対し８月上旬から順次、対象者宛に案内文書等の送付を開始し

ています。 
プレミアム付商品券は、９月２９日に販売を開始し、１０月１日か

ら市内取扱店舗にてご利用出来るようになります。 
これにより対象者の方々の消費税率引き上げの影響を緩和するとと

もに、市内の店舗に取扱店として参加いただくことで、地域での消費

喚起を図ってまいります。 
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さて、アジア初の開催となる、「ラグビーワールドカップ２０１９

日本大会」の大分会場での試合がいよいよ１０月２日から開催されま

す。 
本市は、外国人観光客の受入れ環境充実のため、ハード面では英語

表記の案内看板の設置や、ソフト面では多言語に対応した観光ウェブ

サイトを開設するなど、インバウンド需要への対応を進めてまいりま

した。また、ちょうど１年前の平成３０年９月からは、ラグビーワー

ルドカップの大分開催による外国人観光客の増加を見据えて、九州で

は本市が初めて「地域通訳案内士」の育成に取り組み、既に１３人が

資格を取得しています。 
ラグビーワールドカップ大分開催の期間中には、ホルトホール大分

のＰＲブースで、国内外からの来訪者に向け本市の情報発信を行いま

すが、特に外国人観光客に対しては「城下町きつき地域通訳案内士」

の力が発揮され、本市の魅力がＰＲできるものと考えています。 
ラグビーワールドカップの期間中には市内では「観月祭」や「どぶ

ろく祭り」などのイベントも行われますので、国内外から訪れる観光

客に対し、「杵築らしいおもてなし」を関係機関の皆様を始め、ボラ

ンティアの皆様、市民の皆様と一丸となって行いたいと考えておりま

すので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
 
それでは、今定例会に提出しました諸議案について、説明申し上げ

ます。 
 
はじめに、議案第１０９号から議案第１２１号までの、平成３０年

度杵築市一般会計及び各特別会計並びに各公営企業会計歳入歳出決算

について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第１０９号 平成３０年度杵築市一般会計歳入歳出決算
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について、説明を申し上げます。 
 
歳入総額１９４億９，９９２万８，３０７円に対して、歳出総額は

１８７億７，２５５万３，０８１円で、翌年度への繰越財源３億４，

４９８万３千円を差し引いた実質収支額は、３億８，２３９万２，２

２６円の黒字となっています。 
決算の概要を歳入から申し上げますと、歳入総額では前年度比６．

８％減、１４億１，３８６万４，１４６円の減額となっています。歳

入のうち、市税については、３１億１，９０１万５千円で、前年度比

６９０万円の増額のほぼ横ばいの状況です。地方交付税については、

６７億７，１５０万６千円で、前年度比６，７２５万７千円、１．０ 
％の減額となりました。使用料及び手数料については、２億１０５万

３千円で、前年度比２億５，２７７万６千円、５５．７％の減額とな

りました。これは、平成３０年度からケーブルテレビ事業を特別会計

にて処理したため、ケーブルテレビ関連の使用料がすべて減額となっ

たものです。国庫支出金については、２４億９，２１４万９千円で、

前年度比１億８，４２７万６千円、８．０％の増額となりました。こ

れは、杵築中学校改築事業に伴う公立学校施設整備負担金が１億６，

４００万円増額となったことなどが主な要因です。県支出金について

は、１６億８，７０４万３千円で、前年度比１億３，６３０万６千円、

７．５％の減額となりました。これは、畜産クラスター事業に係る補

助金２億７１９万２千円が減額となったことが主な要因です。寄附金

については、１億９，４５０万１千円で、前年度比６，４１９万２千

円、２４．８％の減額となりました。ふるさと杵築応援寄附金につい

ては、残念ながら９，０２２万２千円の減額となりました。繰入金に

ついては、１４億８，１４６万８千円で、２億２，６４６万４千円、

１８．０％の増額となりました。これは、財政調整基金繰入金２億４，

２６９万２千円の増額などによるものです。市債については、１７億
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４，９２６万１千円で、前年度比１２億６４３万３千円、４０．８％

の減額となりました。これは、市立図書館改築事業債の減額と杵築中

学校改築事業債の繰越による借入未実行によるものが主な要因です。 
次に、歳出について申し上げます。歳出総額では、前年度比１５億

３，５９０万７千円、７．６％の減額となっています。これは、平成

３０年度からケーブルテレビ事業費を特別会計で処理したこと、図書

館改築事業の終了、杵築中学校改築事業の繰越による減額などが主な

要因です。続いて、歳出を性質別に説明申し上げますが、性質別経費

では、一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を合算した普通会計ベ

ースで説明申し上げます。人件費については、３０億１，８２９万５

千円で、前年度比２，５２１万３千円、０．８％の減額となりました。

これは、退職者数の減による退職手当の減額が主な要因です。扶助費

については、３４億４，０６５万５千円で、前年度比７，７８７万５

千円、２．３％の増額となっています。子ども子育て支援、生活保護

扶助費、障害者自立支援給付費が、それぞれ増額となっています。公

債費については、２４億６，１７８万５千円で、前年度比６，７６３

万２千円、２．８％の増額となっています。これは、過疎対策事業債

元金償還が、６，０３７万７千円の増額となったことが主な要因です。

補助費等については、１８億４，７１６万５千円で、前年度比１，２

５２万３千円、０．７％の増額となっています。補助費等のうち、一

部事務組合に対する負担金は、８億１，６８７万７千円で、前年度比

２，３２７万７千円、２．９％の増額となっています。これは、杵築

速見消防組合に対する負担金が１，５７６万９千円の増額、杵築速見

環境浄化組合に対する負担金が１，５６５万４千円の増額となったこ

とが要因です。繰出金については、２２億１，２９２万３千円で、前

年度比６，９８９万９千円、３．３％の増額となっています。これは、

後期高齢者医療給付費負担金が５，９２９万円の増額となったことが

主な要因です。普通建設事業費については、２２億４，４５５万円で、
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前年度比１２億５，７６４万６千円、３５．９％の減額となっていま

す。これは、市立図書館改築事業の終了、杵築中学校改築事業の繰越

が主な要因となっています。 
以上、一般会計及び普通会計の決算について、その概要を申し上げ

ましたが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度比２．４

ポイント増の１００．９％となりました。経常収支比率が１００％を

超える事態となり、財政の硬直化が一層進んでいる状況で、歳出構造

を抜本的に見直す必要があります。今後も、経常経費の一層の抑制、

徴収率の向上等に努め、財政硬直化の進行に歯止めをかけなければな

りません。 
また、財政の健全化判断比率では、実質赤字比率、実質公債費比率

等全指標で基準をクリアしており、公営企業の資金不足比率について

も問題はありません。しかしながら、各指標とも前年度数値から悪化

しており、全会計にわたる財政健全化に努めてまいります。 
 
次に、議案第１１０号 平成３０年度杵築市ケーブルテレビ事業特

別会計歳入歳出決算については、歳入総額５億５，８７８万１，４６

７円に対して、歳出総額は５億３，３４５万５，５７２円で、実質収

支額は２，５３２万５，８９５円の黒字となっています。 
 
次に、議案第１１１号 平成３０年度杵築市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算については、歳入総額３９億６，５４８万８，３７９円

に対して、歳出総額は３８億７，６１２万３，１６２円で、実質収支

額は８，９３６万５，２１７円の黒字となっています。 
 
次に、議案第１１２号 平成３０年度杵築市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額３億８，７６５万６，３３２円

に対して、歳出総額３億８，５９８万２，３３２円で、実質収支額は 
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１６７万４千円の黒字となっています。 
 
次に、議案第１１３号 平成３０年度杵築市介護保険特別会計歳入

歳出決算については、歳入総額３８億５，１０８万８４８円に対して、

歳出総額３７億６，６４７万７２２円で、実質収支額は８，４６１万

１２６円の黒字となっています。 
 
次に、議案第１１４号 平成３０年度杵築市地域包括支援センター

事業特別会計歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに３，１５

４万１，６３７円となっています。 
 
次に、議案第１１５号 平成３０年度杵築市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに１億２，５０１万１，

６６４円となっています。 
   
次に、議案第１１６号 平成３０年度杵築市農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに１億７，７６１万

５，０５５円となっています。 
  
次に、議案第１１７号 平成３０年度杵築市公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額９億６，５５４万７，３７１円

に対して、歳出総額は９億５，０３５万２，３７１円で、形式収支額

は１，５１９万５千円の黒字となりますが、全額翌年度への繰越財源

であるため、実質収支額は０円となっています。 
 
次に、議案第１１８号 平成３０年度杵築市特定環境保全公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総額２億３，０３４万

２，９７９円に対して、歳出総額は２億３，０２６万９，９７９円で、
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形式収支額は７万３千円の黒字となりますが、全額翌年度への繰越財

源であるため、実質収支額は０円となっています。 
 
次に、議案第１１９号 平成３０年度杵築市水道事業会計決算です

が、損益計算による収益及び費用については、水道事業収益３億９，

９８２万７，２３５円に対して、水道事業費用は３億２，７８２万４，

０３７円で、当年度経常利益は７，２００万３，１９８円となり、こ

れに特別損益を加えた当年度純利益は７，２８３万７，４６０円とな

りました。 
資本的収入及び支出については、収入額５，２７８万９，０３６円

に対して、支出額は２億８，５５９万２，６４７円で、不足する額は、

過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消

費税資本的収支調整額、減債積立金で補填いたしました。 
資本的支出のうち建設改良費については、送水管及び配水管整備を

行い、７，０３２万２千円を翌年度へ財源繰越いたしました。 
 
次に、議案第１２０号 平成３０年度杵築市工業用水道事業会計決

算ですが、損益計算による収益及び費用については、工業用水道事業

収益２，０７１万３２１円に対して、工業用水道事業費用は１，３１

３万７，４４１円で、当年度経常利益、当年度純利益ともに７５７万

２，８８０円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額０円に対して、支出額は１，

３６８万３，２４１円で、不足する額は、減債積立金及び過年度分損

益勘定留保資金で補填いたしました。 
 

最後に、議案第１２１号 平成３０年度杵築市立山香病院事業会計

決算ですが、損益計算書による収益及び費用については、病院事業収

益２６億７，６０２万７，６８６円に対して、病院事業費用は２６億
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６，６４４万４，８５３円で、当年度経常利益は９５８万２，８３３

円の黒字決算となりました。これに特別損益を加えた、当年度純利益

は２，２９１万７，８７０円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額９，９０５万６千円に対し

て、支出額は１億７，１２８万６，６３２円で、不足する額は、過年

度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 
 
以上、平成３０年度各会計決算の状況について、説明を申し上げま

した。 
 
続きまして、議案第１２２号から議案第１３２号までの、令和元年

度各会計補正予算について、説明を申し上げます。 
 
はじめに、議案第１２２号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（ 

第３号）について、説明を申し上げます。 
今回の補正は、平成３０年度決算に伴う繰越金の計上のほか議会費、

総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、

教育費において、６億３，８１３万円を追加補正し、補正後の予算総

額を２０９億９，８２２万８千円といたしました。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、総務費では、積立金として、前年度決算剰余金処分等に伴い

財政調整基金積立金１億９，２００万円を計上いたしました。また、

今定例会に新たに上程しております庁舎等複合施設整備基金に５，０

００万円を積立てるようにしています。さらに、東山香地区コミュニ

ティセンター整備事業として、設計委託料１，８５７万７千円を計上

いたしました。 
民生費では、平成３０年度補助事業の精算に伴う国庫返還金等を計

上いたしました。また、１０月から予定をされています消費税増税に
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伴う、幼児教育・保育無償化の経費５，１８４万２千円を計上いたし

ました。 
衛生費では、指定ごみ袋の販売代金から必要経費を控除した残額を

環境対策基金に積立する経費７０９万３千円を計上いたしました。 
 農林水産業費では、酪農に係る畜舎の環境整備事業に７０１万５千

円、小ネギハウス、いちごハウスの新設経費助成に５，７０２万４千

円、森林環境譲与税の活用事業として９１５万８千円を新たに計上い

たしました。県施行農業土木事業である中山間地域総合整備事業日出

山香地区内の集落道２本を新規事業として１，１７５万８千円を計上

いたしました。 
土木費では、市道の維持補修工事費、支障木等の除去費として３，

２００万円、道路愛護報奨金７８万１千円を追加計上いたしました。 
教育費では、杵築中学校改築事業、学校給食センター改築事業とも

に低入札価格になった工事の平成３０年度予算における前払金の支払

いが２割にとどまったため、支払い留保分をそれぞれ、１億２，３３

２万円、３，６２３万９千円を追加計上いたしました。 
最後に、人事異動や特別職・一般職の給与のカット等に伴い、各款

にわたって、給与等人件費を調整計上いたしました。 
 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、地方譲与税、

地方特例交付金、国県支出金、繰越金、諸収入、市債等です。 
 
次に、議案第１２３号 令和元年度杵築市ケーブルテレビ事業特別

会計補正予算（第２号）については、決算剰余金をケーブルテレビ事

業基金に積立てる補正が主なものです。 
 
次に、議案第１２４号 令和元年度杵築市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）については、平成３０年度決算確定に伴う繰越金の
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基金積立や納付金、返還金等の確定及び退職者医療に係る給付費の補

正が主なものです。 
 
次に、議案第１２５号 令和元年度杵築市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）については、決算に伴う調整が主なものです。 
 
次に、議案第１２６号 令和元年度杵築市介護保険特別会計補正予

算（第２号）については、平成３０年度の決算確定に伴う基金積立金

や国庫支出金返還金等が主なものです。 
 
次に、議案第１２７号 令和元年度杵築市地域包括支援センター事

業特別会計補正予算（第１号）については、人事異動等による人件費

の調整によるものです。 
 

次に、議案第１２８号 令和元年度杵築市簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）については、豊洋簡易水道の水源の新設に係る経費

の補正が主なものです。 
 
次に、議案第１２９号 令和元年度杵築市公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）及び議案第１３０号 令和元年度杵築市特定環境

保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）については、ストッ

クマネジメント事業による国費内示額を相互の会計間で組替すること

及び人事異動等による人件費の調整によるものです。 
 
次に、議案第１３１号 令和元年度杵築市水道事業会計補正予算（ 

第２号）については、嘱託員の人件費調整によるものです。 
 
 次に、議案第１３２号 令和元年度杵築市立山香病院事業会計補正
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予算（第２号）については、今定例会に上程しております和解案件に

係る経費を計上するものです。 
 
以上、令和元年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 
 

続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 

まず、議案第１３３号 杵築市印鑑条例の一部改正については、住

民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、印鑑登録証明書に旧氏の記

載に関する事項を定めるなど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１３４号 杵築市会計年度任用職員の報酬等に関する

条例の制定については、地方公務員法等の一部改正に伴い、会計年度

任用職員の報酬、費用弁償等に関し必要な事項を定めるため、条例を

制定するものです。 
 
次に、議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行等に伴う関係条例の整理については、会計年度任用職

員制度の導入等に伴い、関係条例の整理を行うため、この条例を制定

するものです。 
 
次に、議案第１３６号 杵築市庁舎等複合施設整備基金条例の制定

については、庁舎をはじめとする老朽化の進んだ公共施設を複合的に

整備するための特定目的基金を設置するため、条例を制定するもので

す。 
 
次に、議案第１３７号 杵築市森林環境譲与税基金条例の制定につ
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いては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、

当該譲与税を基金として積み立て、適正に管理、運用する基金を設置

するため、条例を制定するものです。 
 
次に、議案第１３８号 杵築市立大田こども園条例の一部改正につ

いては、子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、１０月から開始

する幼児教育・保育の無償化に係る預かり保育料の減免規定と、保護

者負担分として新たに開始される副食費等の経費について規定するな

ど、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１３９号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、子

ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、幼児教育・保育の無償化に

伴う食事の提供に要する費用の取扱の変更や、教育・保育施設の運営

に関する基準等について、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１４０号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担額に関する条例の一部改正については、子ども 
・子育て支援法等の一部改正に伴い、１０月から３歳以上の児童と、

３歳未満の非課税世帯である児童の保育料を無償化するなど、所要の

改正を行うものです。 
 
次に、議案第１４１号 杵築市消防団条例の一部改正については、

地方公務員法の一部改正に伴い、消防団員の欠格事項について同法の

改正に準じた改正を行うことで、消防団の適正な運営を図るため、所

要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１４２号 杵築市立杵築幼稚園預かり保育条例の制定
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については、杵築市立杵築幼稚園において、教育課程に係る教育時間

終了後に教育課程外保育を実施するため、条例を制定するものです。 
 
続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第１４３号 訴訟上の和解については、損害賠償請求事

件に関し大分地方裁判所の和解勧告に従い、損害賠償の額を定め、和

解したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規

定により、議会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第１４４号 市道の路線廃止及び路線認定については、
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の路線認定を行うため、道路法第８条第２項及び同法第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 
以上、提出いたしました予算議案２４件、条例議案１０件、一般議

案２件について、説明を申し上げました。 
 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご可決くださいますようお願い申し上げ

ます。 
 
続きまして、報告第２１号から報告第２３号までについて、説明を

申し上げます。 
 

まず、報告第２１号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（第２号 
）の専決処分の承認を求めることについては、本年１０月に予定され

ている消費税増税を受けた幼児教育・保育の無償化に伴う事前準備事
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務費が交付されることとなり、事務事業を９月中に完了させる必要が

生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しま

したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの

です。 
 
次に、報告第２２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率の算定については、同法第３条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第２３号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく資金不足比率の算定については、同法第２２条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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